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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
【発行日】平成24年2月2日(2012.2.2)

【公開番号】特開2011-170618(P2011-170618A)
【公開日】平成23年9月1日(2011.9.1)
【年通号数】公開・登録公報2011-035
【出願番号】特願2010-33726(P2010-33726)
【国際特許分類】
   Ｇ０６Ｑ  50/06     (2012.01)
   Ｈ０２Ｊ   7/00     (2006.01)
   Ｈ０１Ｍ  10/48     (2006.01)
   Ｂ６０Ｌ   3/00     (2006.01)
   Ｇ０１Ｃ  21/26     (2006.01)
   Ｇ０６Ｑ  50/30     (2012.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０６Ｆ  17/60    １１０　
   Ｈ０２Ｊ   7/00    　　　Ｐ
   Ｈ０２Ｊ   7/00    　　　Ｘ
   Ｈ０２Ｊ   7/00    ３０３Ｃ
   Ｈ０１Ｍ  10/48    　　　Ｐ
   Ｂ６０Ｌ   3/00    　　　Ｎ
   Ｇ０１Ｃ  21/00    　　　Ｃ
   Ｇ０６Ｆ  17/60    １１２Ｇ

【手続補正書】
【提出日】平成23年12月13日(2011.12.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バッテリの電力を利用して駆動する放電元及び放電先の電動移動体に関し、前記放電元
の電動移動体から電力の供給を受ける前記放電先の電動移動体に向けて前記放電元の電動
移動体のバッテリから放電される放電量に関する情報が入力されたとき、当該放電量が前
記バッテリから放電された場合を想定し、放電後に残った前記バッテリの電力を利用して
前記放電元の電動移動体が移動可能な場所に関する情報を、放電前に表示する走行可能情
報表示部を備える、
　情報処理装置。
【請求項２】
　前記移動可能な場所に関する情報は、移動可能な距離、当該移動可能な距離を所定速度
で移動した場合に移動可能な時間、移動可能なエリア、到達可能な充電場所のいずれか１
つ又は複数の組み合わせである、
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記充電場所は、給電設備が設置された場所、或いは、目的地である、
　請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
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　前記放電量に関する情報は、放電後に、放電元の前記電動移動体が到達可能な第１の充
電場所、前記放電先の電動移動体が到達可能な第２の充電場所、或いは、前記第１及び第
２の充電場所の組である、
　請求項３に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記放電量に関する情報として前記第１の充電場所が入力された場合に、現在の場所か
ら前記第１の充電場所までの距離と、単位電力当たりに前記放電元の電動移動体が移動可
能な距離と、に基づいて前記放電量を算出する演算処理部をさらに備え、
　前記演算処理部は、前記放電元の電動移動体が少なくとも前記第１の充電場所まで到達
できるだけの電力を前記バッテリに残すように前記放電量を算出する、
　請求項４に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記演算処理部は、前記放電元の電動移動体が少なくとも前記第１の充電場所まで到達
できるだけの電力を前記バッテリに残し、かつ、前記放電先の電動移動体が少なくとも最
寄りの充電場所まで到達できるように前記放電量を算出する、
　請求項５に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記走行可能情報表示部は、前記演算処理部により算出された放電量に基づき、前記放
電元の電動移動体が移動可能なエリア、及び前記放電先の電動移動体が移動可能なエリア
を区別可能な形式で地図上に表示する、
　請求項６に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記走行可能情報表示部は、前記演算処理部により算出された放電量に基づき、前記放
電元の電動移動体が移動可能なエリアに含まれる充電場所、及び前記放電先の電動移動体
が移動可能なエリアに含まれる充電場所を区別可能な形式で地図上に表示する、
　請求項６に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　前記放電量に関する情報を入力するためのユーザ入力部をさらに備え、
　前記ユーザ入力部は、放電前に前記放電元の電動移動体が到達不可能な第３の充電場所
、又は、放電前に前記放電先の電動移動体が到達可能な第４の充電場所が選択されないよ
うにユーザの入力を制限する、
　請求項５に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　前記放電量に関する情報として前記第２の充電場所が入力された場合に、現在の場所か
ら前記第２の充電場所までの距離と、単位電力当たりに前記放電先の電動移動体が移動可
能な距離と、に基づいて前記放電量を算出する演算処理部をさらに備え、
　前記演算処理部は、前記放電先の電動移動体が少なくとも前記第２の充電場所まで到達
できるように前記放電量を算出する、
　請求項４に記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　放電後に前記放電元の電動移動体が移動可能なエリアに充電場所が少なくとも１つ含ま
れ、かつ、放電後に前記放電先の電動移動体が移動可能なエリアに充電場所が少なくとも
１つ含まれるような前記放電量の範囲をユーザに提示する範囲提示部をさらに備える、
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項１２】
　前記範囲提示部は、放電後に前記放電元の電動移動体が最寄りの充電場所に到達可能に
なり、かつ、放電後に前記放電先の電動移動体が少なくとも最寄りの充電場所に到達可能
になる前記充電量の範囲、或いは、放電後に前記放電元の電動移動体が少なくとも最寄り
の充電場所に到達可能になり、かつ、放電後に前記放電先の電動移動体が最寄りの充電場
所に到達可能になる前記充電量の範囲をユーザに提示する、
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　請求項１１に記載の情報処理装置。
【請求項１３】
　放電に関する操作の許諾を受けたユーザを確認するための本人確認部をさらに備え、
　前記本人確認部は、パスワード認証、指紋認証、静脈認証、虹彩認証のいずれか１つ又
は複数の組み合わせにより前記ユーザを確認する、
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項１４】
　接続された２台の電動移動体のうち、どちらの電動移動体が充電元又は充電先になるか
を指定するための属性指定部をさらに備える、
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項１５】
　前記属性指定部は、前記２台の電動移動体に搭載されたバッテリの残り電力量を比較し
、当該残り電力量の多い電動移動体を前記充電元の電動移動体に指定し、当該残り電力量
の少ない電動移動体を前記充電先の電動移動体に指定する、
　請求項１４に記載の情報処理装置。
【請求項１６】
　駆動するための電力を蓄えるバッテリと、
　放電先の電動移動体に向けて前記バッテリから放電される電力量に関する情報が入力さ
れたとき、入力された当該電力量に関する情報に基づく電力量が前記バッテリから放電さ
れた場合を想定して、放電後に残った前記バッテリの電力を利用して自身が移動可能な場
所に関する情報を放電前に表示する走行可能情報表示部を有する情報処理装置と、
を備える、
　電動移動体。
【請求項１７】
　駆動するための電力を蓄えるバッテリと、
　放電元の電動移動体から前記バッテリに供給される電力量に関する情報が入力されたと
き、入力された当該電力量に関する情報に基づく電力量が前記バッテリから供給された場
合を想定し、供給後の前記バッテリに蓄えられた電力を利用して自身が移動可能な場所に
関する情報、及び、供給後に前記放電元の電動移動体が移動可能な場所に関する情報を放
電前に表示する走行可能情報表示部を有する情報処理装置と、
を備える、
　電動移動体。
【請求項１８】
　バッテリを有する第１の電動移動体に接続された情報処理装置の入力手段により、前記
第１の電動移動体と電力線を介して接続された第２の電動移動体に向けて前記バッテリか
ら放電される電力量に関する情報が入力される入力ステップと、
　前記入力ステップにて入力された情報に基づき、放電後に残った前記バッテリの電力を
利用して前記第１の電動移動体が移動可能な場所に関する情報が前記情報処理装置の表示
手段に表示される表示ステップと、
を含む、
　放電管理方法。
【請求項１９】
　第２のバッテリを有する第２の電動移動体に接続された情報処理装置の入力手段により
、前記第２の電動移動体と電力線を介して接続された第１の電動移動体から前記第２のバ
ッテリへと供給される電力量に関する情報が入力される入力ステップと、
　前記入力ステップにて入力された情報に基づき、前記第２のバッテリへと電力が供給さ
れた後に、前記第１の電動移動体が有する第１のバッテリに残った電力を利用して当該第
１の電動移動体が移動可能な場所に関する情報が、前記第１の電動移動体に接続された情
報処理装置の表示手段に表示される表示ステップと、
を含む、
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　放電管理方法。
【請求項２０】
　前記表示ステップでは、前記第１の電動移動体が移動可能な場所に関する情報が、前記
第２の電動移動体に接続された情報処理装置の表示手段にさらに表示される、
　請求項１９に記載の放電管理方法。
 
 
【請求項２１】
　放電後に、放電元の電動移動体が到達できるようにしたい第１の充電場所の入力に応じ
て、現在の場所から前記第１の充電場所までの距離と、単位電力当たりに前記放電元の電
動移動体が移動可能な距離と、に基づいて、前記放電元の電動移動体が少なくとも前記第
１の充電場所まで到達できるだけの電力を前記バッテリに残すように放電量を算出し、算
出した放電量に基づいて放電制御する、
　充放電制御装置。
【請求項２２】
　前記放電元の電動移動体から放電先の電動移動体へと放電する場合に、前記放電元の電
動移動体が少なくとも前記第１の充電場所まで到達できるだけの電力を前記バッテリに残
し、かつ、前記放電先の電動移動体が少なくとも最寄りの充電場所まで到達できるように
前記放電量を算出し、算出した放電量に基づいて放電制御する、
　請求項２１に記載の充放電制御装置。
【請求項２３】
　放電後に、放電元の電動移動体が到達できるようにしたい第１の充電場所の入力に応じ
て、現在の場所から前記第１の充電場所までの距離と、単位電力当たりに前記放電元の電
動移動体が移動可能な距離と、に基づいて、前記放電元の電動移動体が少なくとも前記第
１の充電場所まで到達できるだけの電力を前記バッテリに残すように放電量を算出し、算
出した放電量に基づいて放電制御する充放電制御部を備える、
　電動移動体。
【請求項２４】
　前記充放電制御部は、前記放電元の電動移動体から放電先の電動移動体へと放電する場
合に、前記放電元の電動移動体が少なくとも前記第１の充電場所まで到達できるだけの電
力を前記バッテリに残し、かつ、前記放電先の電動移動体が少なくとも最寄りの充電場所
まで到達できるように前記放電量を算出し、算出した放電量に基づいて放電制御する、
　請求項２３に記載の電動移動体。
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